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１．アフラトキシンとは
　カビは増殖する時に、様々な物質を産生しま
す。そのうち、微生物に対し有毒なものは抗生
物質と呼ばれ、ペニシリンやストレプトマイシ
ン等は医薬品として使用されています。一方、
人や動物に対して有害な物質はカビ毒（マイ
コトキシンMycotoxin）と呼ばれ、100種類以
上が知られていますが、その代表的なものを
表１に示しました。
　アフラトキシン（Aflatoxin、以下「ＡＦ」とし
ます）は、Aspergillus section flavusに属する
一部の菌（カビ）が産生するマイコトキシンで、
Aflatoxin B１、B２、G１、G２を始めとする10数種
の関連物質の総称です。1960年にイギリスで
七面鳥が大量死した原因物質で、「アフラトキ
シン」という名前は、最初に発見された産生菌
のAspergillus flavus と 毒 toxin に由来してい
ます。人に対する急性中毒の例として、ＡＦに
汚染されたトウモロコシにより、1974年にイン
ドで肝炎のために中毒患者397名中106名が
死亡した事件等があります。少量を慢性的に
摂取した場合でも、肝臓がんを引き起こすこと
が知られています。ＡＦの中で、Aflatoxin B１
は最も毒性が強く、発がん性が認められている
物質の中でも最も発がん性の高いグループに
分類されています１）。
　このようにＡＦは毒性が強いうえに、ナッツ
類、香辛料、穀類など多くの農産物での汚染が
確認されていることから、世界各国で規制対象
となっています。
２．食品等におけるアフラトキシンの規制
　日本では、食品衛生法第６条（不衛生食品
等の販売等の禁止）、第２号において「有毒な
若しくは有害な物質が含まれ、若しくは付着
し、又はこれらの疑いがあるもの。」の販売が禁
止されています。ＡＦは、この有害な物質に該
当するため、「総アフラトキシン（AFB１、B２、G１ 
及びG２の総和）を10μg/kgを超えて検出する
食品は、違反するものとして取り扱うこと。」とさ
れています２）。
　厚生労働省は、輸入食品のＡＦについて

「検査命令通知」に従って、表２に示す食品を
検査対象に監視指導しています３）。
　また、農林水産省はＡＦに汚染された飼料
を食べた家畜から肉、乳などの畜産物にＡＦ
が移行することもあり、飼料の指導基準や管理
基準を定めています（表３）４）。さらに、AFB１及
びB２は動物の体内で代謝されてそれぞれ
AFM１、M２となって乳中に移行することから、
このうちAFM１は、乳に対して0.5μg/kgの規
制値が設定され、規制されています５）。
３．アフラトキシン汚染防止６）

　食品等のＡＦ汚染を防止するために重要な
ことは、カビを発生させないことです。ＡＦに限
らず、マイコトキシンは熱に安定なものが多く
あります。加工あるいは調理の過程（加熱）で
ＡＦを産生する菌が死滅しても産生されたＡ
Ｆは残存してしまいます。そのため、外観上、カ

ビが生えていなくてもＡＦが含まれている可
能性があります。また、一度ＡＦに汚染されて
しまうと、食品等からＡＦを取り除くことはほぼ
不可能です。このため、加工食品の製造におい
ては、汚染のない原料を使用することが重要
です。
　農産物や食品にカビが発生しない適切な保
管管理が重要となります。この保管において、
特に注意が必要なのは、温度と水分（湿度）で
す。カビに限らず、微生物が増殖するための重
要な条件として温度、水分、栄養分があります。
一般的にカビの発生しやすい温度の範囲は
20～30℃です。特に25℃前後で活発となりま
すので、できるだけ低温（20℃以下が望まし
い）で保管することがカビ発生の抑制に効果的
です。
　次に水分（湿度）についてです。水分が多い
と微生物が増殖しやすくなるので、穀類等の農
産物は収穫後、速やかに十分乾燥し（籾米の
場合、水分15.0%以下）、湿度の低い状態で保
管する必要があります。

アフラトキシン
～カビが産生する発がん物質～

　　種　類 　　　　　　　　　　　　食　品
豆類 落花生
ナッツ類 ブラジルナッツ、アーモンド、クルミ、ピスタチオナッツ、 ヘーゼルナッツ
穀類 トウモロコシ、ジャイアントコーン、ハトムギ
香辛料 チリペッパー、ナツメグ、ターメリック
種実類 綿実、ゴマ
乾燥果実 イチジク、リンゴ、ナツメヤシ
その他 ケツメイシ、ハスの種子、チアシード

表  ２　輸入品についてのアフラトキシン命令検査対象食品３）

アフラトキシン類 ナッツ類、穀類、乾燥果実、牛乳
 Aspergillus flavus

  Aspergillus parasiticus

オクラトキシンA 穀類、豆類、果実、コーヒー豆、カカオ
 Aspergillus ochraceus

  Penicillium属
トリコテセン類 穀類 Fusarium属
パツリン リンゴ加工品 Penicillium expansum
ゼアラレノン 穀類 Fusarium属
フモニシン類 トウモロコシ Fusarium属
ステリグマトシスチン 穀類 Aspergillus versicolor
シトリニン 穀類 Penicilium citrinum
ルテオスカイリン 穀類 Penicillium islandicum

表  １　農産物や食品を汚染する主なカビ毒

カビ毒 汚染が確認されている主な農産物や食品 カビ毒を産生する主なカビ
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【前頁からのつづき】
　保管に注意していてもカビが発生してしまっ
た場合、カビが広がらないようにかびた部分を
除去しなければなりませんが、ここでも注意が
必要です。カビは「黒カビ」、「青カビ」のように
目で見えますが、これは、菌糸や胞子のかたま
りが強調されたものです。この胞子は、肉眼で
は見えず、非常に離れやすい構造をしており、
容易に空気中へ飛び散りますので、さらに別の
食品を汚染する原因になります。
　なお、農林水産省は、米、麦類、落花生など
穀物類に対するカビ毒の汚染防止や低減化の
ため管理ガイドラインや指針を設け、これら穀
物類の生産者を指導しています。６）

４．アフラトキシン試験法
　食品等にカビが発生していれば、肉眼で確
認できますが、ＡＦが含まれているか否かは

分析して確かめなければなりません。食品の
ＡＦ規制値は10μg/kg（10ppb）と極微量で
す。また、食品等には様々な成分が含まれてい
ますので、試験法が重要となるため、ＡＦ試験
法について、標準的な試料調製法、分析方法
が定められています７）。
　この試験法の概略を図に示しましたが、これ
は基本的なもので、検体によっては、抽出方
法、前処理方法等を検討し最適化する必要が
あります。 
　このような大型の分析装置を用いる試験法
は、精密な分析ができますが、コストばかりで
なく、試料調製に時間を要し、また高度な分析
技術が要求されます。そのため多検体を迅速
にスクリーニングする方法として、免疫学的試
験法が開発されています。この方法は大型分
析装置を使用せず、一定量以上のＡＦの有無

を、短時間で多検体を試験できるので、トウモ
ロコシのＡＦ試験法として利用されています８）。
また、このような簡易試験法で陰性と確認でき
ない場合には、精密分析を行う必要がありま
す。
５．アフラトキシン分析における留意点
　カビは局所で発生するため、ＡＦ分析では
汚染の不均一性に注意が必要です。梱包の上
面にカビが生えていなくても、底面付近にカビ
が発生することが多々あります。また、中心付
近にカビが生えることもあり、梱包により汚染
状況が異なってきます。さらには１粒単位での
汚染状況の違いもあります。したがって、ロット
全体の汚染状況を的確に把握することが重要
となります。検体の大きさ、１梱包の大きさ、ロ
ットサイズを考慮した検体のサンプリング方法
とサンプル数、さらにはサンプリングした試料
の粉砕する大きさ、粉砕品からの分析試料量
などを考慮しなければなりません。このような
ことから、厚生労働省はサンプリング方法につ
いても詳細に規定しています２）。
６．まとめ
　今回は、ＡＦを中心に述べましたが、マイコ
トキシン（カビ毒）は、土壌中に生息するカビ
（真菌）が産生するものもあるため、農産物へ
の汚染を完全に防ぐことは不可能です。そのた
め、マイコトキシンによる健康被害を最小限に
抑えるためには、マイコトキシンの摂取量をで
きるだけ少なくすることです。
　ついては、カビを発生（増殖）させない、ま
た、マイコトキシン汚染のリスクのある食品に
ついては適切に試験を行い、評価・管理するこ
とが肝要です。
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配合飼料（乳用牛用） 0.01 mg/kg

配合飼料 

　牛用（ほ乳期子牛用及び乳用牛用を除く） 

　豚用（ほ乳期子豚用を除く） 

　鶏用（幼すう用及びブロイラー前期用を除く） 

　うずら用 

とうもろこし 

配合飼料 

　ほ乳期子牛用、ほ乳期子豚用、幼すう用、ブロイラー前期用 

飼　　料 指導基準

飼　　料 管理基準

0.02 mg/kg

0.01 mg/kg

表  ３　飼料中のアフラトキシンＢ1に関する農林水産省の指導基準及び管理基準

試験検体

抽出液

精製物

試料溶液

試験結果

溶媒で抽出

前処理カラム：多機能カラム又はイムノアフィカラム

誘導体：トリフルオロ酢酸

分析装置：蛍光検出器付き高速液体クロマトグラフ（HPLC-FL）
　　　　  液体クロマトグラフ・質量分析計（LC-MS)
　　　　  液体クロマトグラフ・タンデム型質量分析計（LC-MS/MS)

図　アフラトキシン試験法の概要


